
0479-76-2611（代表）
総 務 課 76-2611

住 民 課
76-5401
76-5405

子育て支援課 76-5412
税 務 課 76-5402
生活環境課 76-5406
都市整備課 76-5407
出 納 室 76-5415
企画財政課 76-5409
農業委員会 76-5403
産業経済課 76-5404
議会事務局 76-5414
役場ＦＡＸ 76-7144

保健福祉課 76-3185
地域包括支
援センター 70-6111

教 育 課
76-5411
76-7811

プラザ図書室 79-3406

多古中央病院 76-2211
給食センター 76-3253
中央保育所 76-4444
東 保 育 所 76-9513
北 保 育 所 75-1476
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■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・社会保険士・ソーシャルワーカーなどが相談に応じ、問題解決に当たります。
とき● 7月 30 日（土）午後 1時～ 4時　ところ●成田市中央公民館　問合せ●千葉中央法律事務所 ☎ 043-225-4567

■サマージャンボ宝くじ■　ご購入は千葉県内の宝くじ発売所で‼＊この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい町づくりに使われます。
発売期間● 7月 11 日（月）～ 29 日（金）　発売単価● 1枚 300 円　抽選日● 8月 9日（火）

The information of the living暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者に問い合せください。

超音波・マンモグラフィーによる
乳がん検診を実施します 

　予約制ですので、事前の申し込み
が必要となります。
とき●【超音波】7月 25日（月）・30日 
（土）【マンモグラフィー】7月14日 
（木）・16日（土）・25日（月）・26日（火）・
28日（木）・29日（金）・30日（土）

ところ●保健福祉センター
対象●【超音波】30 ～ 39 歳
　【マンモグラフィー】40 歳以上
申込期限● 7月 6日（水）
　※子宮がん検診は10月に実施予定
問合せ●保健福祉課健康福祉係
　☎ 76-3185

木材市場開放デー
構内見学ツアー 

　今年は国際森林年です。普段は入
れない木材市場で、「見て触って」直
接木のぬくもりを感じてみません
か？雨天決行で、入場は無料です。
とき● 8月 6日（土）
　午前 9時～午後 3時
ところ●丸宇木材市売㈱大栄浜市場
構内（成田市伊能 567）

問合せ●事務局（丸宇木材内）
　☎ 0476-23-7611

甲種防火管理者
資格取得講習会を開催 

とき● 8月 25 日（木）・26 日（金）
　午前 9時 50 分～午後 4時 50 分
ところ●東庄町公民館
　（東庄町笹川い 4713-11）
受付期間●8月 1日（月）～5日（金）
受講料● 6,000 円
申込み●組合管内消防署所にある
　受講申込書に記入の上（社）千葉 
県消防設備協会（千葉市中央区仁
戸名町 666-2 消防会館内）へ持
参または FAX 送信（043-268-
7118）

　※定員 70 人になり次第締め切り
　【当日はスリッパなどを持参して
ください】

問合せ●香取広域市町村圏事務組合
　消防本部予防課☎ 0478-83-2245

少人数でも結構です
認知症サポーター養成講座 

　多くの人に認知症を正しく理解し
ていただくため、各団体やサークル
などへ講師を派遣しています。お気
軽にお申し込みください。
講座内容●認知症についての講座
90 分程度

申し込み方法● 2カ月前までに、日
時・会場・参加人数・代表者の連
絡先をお知らせください。

その他●講師派遣についての費用は
掛かりません。また、会場の手配
や参加者への連絡は、各団体でお
願いします。

申込み問合せ●保健福祉課健康福祉
係（認知症サポーター養成講座事
務局）☎ 76-3185

お知らせ

●住民相談　7月22日（金）
午前9時30分〜午後3時
役場1階第2会議室
■住民課住民係☎76-5401

●交通事故相談　7月12日（火）
午前10時〜午後3時
  （受付：午後2時30分まで）
役場1階第2会議室
■総務課交通防災係☎76-2611

●家庭教育相談（火・水・木曜日）
午後1時30分〜3時30分
コミュニティプラザ2階相談室
■教育課社会教育係☎76-7811

●心配ごと相談（毎週水曜日）
午後1時30分〜3時30分
社会福祉協議会
■社会福祉協議会☎76-5940

●健康相談（月〜金曜日）
午前9時30分〜11時
保健福祉センター内健康相談室
■保健福祉課健康福祉係
　☎76-3185

相談日が祝日の場合は
お問い合わせください。

～粗大ごみ直接搬入制限のお願い～

水質保全のために浄化槽の清掃を！

～香取広域市町村圏事務組合からのお知らせ～

相談は無料です『消費者相談窓口』

消防職員を募集します

　匝瑳市ほか二町環境衛生組合では、東日本大震災の影響により、夏期
の電力供給の不足が予想されるため、平日の午前 9時から午後 8時ま
での電力使用制限時間帯に、施設の 1炉を停止させていただきます。
　7月から 9月は、平日および日曜開庁日の直接搬入を控えていただき、
ごみの減量にご理解とご協力をお願いします。
問合せ●生活環境課環境係　　　　　☎ 76-5406
　　　　匝瑳市ほか二町環境衛生組合☎ 72-3036

　浄化槽から流れる水の放流先の水質を保全するためにも、１年に１回
以上は浄化槽を清掃しましょう。
　清掃は東総衛生組合の許可を受けた下記業者に依頼してください。

問合せ●生活環境課環境係 　　　☎ 76-5406
　　　　東総衛生組合旭クリーンパーク☎ 62-0794
　　　　　  　〃　 　光クリーンパーク☎ 84-0409

　香取市田部にある『老人福祉センター』は、東日本大震災の影響によって 
被災したため、当面の間、施設の利用を停止させていただきます。
問合せ●香取広域市町村圏事務組合第 1業務班☎ 0478-78-1182

　商品やサービス、契約、多重債務など、消費生活全般のトラブルにつ
いて、弁護士が相談に応じます。秘密は厳守されますので、1人で悩ま
ずにご相談ください。
※ 当日の申し込みも可能ですが、適切なアドバイスができるように、 
できるだけ事前の申し込みをお願いします。

職務内容●消防職（初級）　採用予定者数● 4名程度
受験資格●昭和 62 年 4月 2日から平成 6年 4月 1日までに生まれた方
で、学歴を問わない。※身体資格有り（身長・体重ほか、要問合せ）

申込書の配布● 7月 1日（金）から香取広域事務局、消防本部および各署 
所、香取市役所および各支所、多古町・東庄町・神崎町

　役場の職員採用担当窓口
受付期間● 8月 1日（月）～ 12 日（金）
　※土・日を除く午前 8時 30 分～午後 5時 15 分
試験日● 9月 18 日（日）　試験会場●香取市立佐原中学校
申込方法●職員採用試験申込書に写真を貼り、必要事項を記入の上、 
消防本部総務課へ持参または郵送【8月 12 日（金）の消印有効】

問合せ●香取広域市町村圏事務組合消防本部総務課☎ 0478-83-2244

とき● 7月 15 日（金）　午前 10 時～午後 3時
ところ●コミュニティプラザ 2階　第 2研修室（控室は第 3研修室）
申込期間● 7月 1日（金）～ 8日（金）
申込み問合せ●産業経済課経済振興係☎ 76-5404

①事前予約申し込み

②相談内容記入用紙送付

③相談内容記入済用紙送付

※相談内容は、弁護士のみの把握
　となります。

弁
護
士

相
談
者

役

　場

相
談
の
流
れ

夏本番！みんな集まれ‼
多古町民船越プール（旧第三小プール）

ヘリコプターによる空中散布

『たこ・こどもルーム』からのお知らせ

東日本大震災で被災した建物、船舶に係る登記手数料の免除の特例について

日程● 7月 21 日（木）～ 8月 20 日（土） ※月曜休
時間●午後 1時～ 4時
入場料●【中学生まで】 110 円
　　　　【高校生以上】 160 円
その他●小学 3年生以下は保護者同伴
　※ 天候や水温によって実施できない場合があり
ます。あらかじめ電話にてご確認ください。

問合せ●コミュニティプラザ内教育課
　社会体育係☎76-7811

7月22日（金）･23日（土）に病害虫防除を行います
★ 動植物は室内に入れるか、シートなどで覆ってください。
★ 屋外に駐車してある車は水田から離れた場所に移動し、
農薬が掛かった場合は、すぐに洗車してください。
★ 洗濯物などは、散布が済んでから屋外に出してください。
★ 散歩 ･通勤 ･通学時には、農薬が
　掛からないようにご注意ください。
問合せ●産業経済課農業振興係
　☎76-5404

子育て支援講座　～テーマ「子どもとスキンシップ」～
とき●7月23日（土）午前10時～11時30分
ところ●コミュニティプラザ多目的ホール
講師●佐久間早苗先生
対象●0～6歳児の親子　持参物●バスタオル
　※ 助産師によるベビーマッサージの実技指導があります。参加を希望
される方は、7月15日（金）までに電話で事前予約をお願いします。

申込み問合せ●子育て支援課こども係☎76-5412

　　　　　　　　①東日本大震災により、その所有する建物または賃借権を有する建物に被害を受けた方
　　　　　　　　②東日本大震災により、その所有する船舶または賃借権を有する船舶に被害を受けた方
　登記手数料の免除の対象となる不動産・船舶や証明書等（オンライン交付請求は除きます）についての詳細は 
法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00062.html をご覧いただくか、千葉地方法務局へお問
い合わせください。
問合せ●千葉地方法務局不動産登記部門☎043-302-1312

登記手数料が
免除される方

㈱トーソーエンバイテック ☎ 72-4231　㈱加藤設備 ☎ 63-8277
㈱旭住宅 ☎ 63-8150　㈱五十嵐商会海匝営業所 ☎ 84-1119
㈲光クリーンセンター ☎ 84-2244　旭衛生センター㈱ ☎ 63-9551
㈲いしげ水質管理センター ☎ 63-2282　㈲銚子浄化槽管理センター ☎ 73-3840
㈲ユート ･アメニティ ☎ 84-3270

無料相談
いろいろ
無料相談
いろいろ
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